
平
成
二
十
七
年
環
境
省
令
第
三
十
七
号

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
の
期
間
を
定
め
る
省
令

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
の
期
間
を
定
め
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
十
日
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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